
サイバーセキュリティ基本法の改正案（関係条文抜粋）

（サイバー関連事業者その他の事業者の責務）

第七条 サイバー関連事業者（インターネットその他の高度情報通信ネットワークの整備、情報通信技術

の活用又はサイバーセキュリティに関する事業を行う者をいう。以下同じ。）その他の事業者は、基本理

念にのっとり、その事業活動に関し、自主的かつ積極的にサイバーセキュリティの確保に努めるとともに、

国又は地方公共団体が実施するサイバーセキュリティに関する施策に協力するよう努めるものとする。

２ 情報システム若しくはその一部を構成する電子計算機若しくはプログラム、情報通信ネットワーク又
は電磁的記録媒体（以下この項において「情報システム等」という。）の供給者は、サイバーセキュリ
ティに対する脅威により自らが供給した情報システム等に被害が生ずることを防ぐため、情報システム
等の利用者がその安全性及び信頼性の確保のために講ずる措置に配慮した設計及び開発、適切な維持管
理に必要な情報の継続的な提供その他の情報システム等の利用者がサイバーセキュリティの確保のため
に講ずる措置を支援する取組を行うよう努めるものとする。

資料４

・ 令和７年２月７日に閣議決定された「重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律
の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」においては、サイバーセキュリティ基本法の改正案として、
情報システム等の供給者に対する責務（努力義務）を新たに規定することが含まれている。（第７条第２項
の新設）

⇒ この法律案が成立した場合には、当該規定による情報システム等の供給者に対する責務に、ソフトウェア
サプライチェーンにおける「サイバーインフラ事業者に求められる役割等」も含まれることが考えられる。
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